
附属機関等の概要 （令和６年４月１日現在）

附属機関等の名称 浦安市学校規模適正化基本方針検討委員会

設 置 根 拠 浦安市学校規模適正化基本方針検討委員会設置要綱

設置の趣旨、必要性等

現行の「浦安市学校規模適正化基本方針」（以下「基本方

針」という。）ついて、現在抱えている課題を整理したもの

を、学識経験者や市立学校の代表の意見や考えを取り入れ、

協議及び検討を行い、より良い基本方針に改定することを目

的として設置する。

設 置 年 月 日 令和４年９月 30 日

所 管 事 項 浦安市学校規模適正化基本方針の見直しに関すること

公開、非公開の別 原則公開・原則非公開

非公開とする理由

非公開の根拠

委員の人数・任期 ８名 委嘱の日から令和６年３月 31 日まで

委 員 の 報 酬 委員長：9,500 円/日額

所 管 部 署
教育総務部 教育政策課

電話 047-712-6732

備 考 令和６年３月 31 日をもって廃止


